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(57)【要約】
　自動立体表示装置は、表示を生成する画素（５）を表
示する配列を持つ表示パネル（３）を含み、前記表示画
素素子は行及び列に配列される。結像配置（９）は前記
異なる画素素子からの出力を異なる空間的位置へ方向づ
け立体結像を視認することが可能となる。前記結像配置
は、第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列（５
０，５２）を含み、ここで前記結像配置への入射光が、
２つの可能な偏光の１つを制御することができ、かつ前
記２つの可能な偏光のそれぞれが異なる３Ｄモードを与
える。これらの多重モードは、解像度を増加させ、視野
数を増加させ、又は追加の機能を前記表示装置に与える
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１及び第２の３Ｄモードを与えるための多重自動立体表示装置であり、前
記自動立体表示装置が：
　　表示を生成するための表示画素素子の配列を持つ表示パネルを持ち、前記表示画素素
子が列及び行に配列され；及び
　　結像配置を持ち、異なる画素素子からの前記出力を異なる空間位置へ方向付けて、異
なる位置から複数の立体結像を視認可能とし、
　前記結像配置が、第１の偏光感受性レンチキュール配列と第２の偏光感受性レンチキュ
ール配列を持ち、
　前記結像配置への入射光が、２つの可能な偏光の１つを持つように制御可能であり、及
び
　前記２つの可能な偏光のそれぞれの１つが少なくとも前記第１及び第２の３Ｄモードの
１つを与える、装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であり、さらに、前記結像配置への入射光の前記偏光を制御する
ために偏光回転装置を含む、装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であり、前記結像配置への入射光の前記第１の偏光のために、前
記第１の偏光感受性レンチキュール配置が透過モードで操作され、前記第２の偏光感受性
レンチキュール配置がレンズモードで操作され、及び前記結像配置への入射光の前記第２
の偏光のために、前記第１の偏光感受性レンチキュール配置がレンズモードで操作され、
前記前記第２の偏光感受性レンチキュール配置が透過モードで操作される、装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であり、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列が異
なるレンズピットを持つ、装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の装置であり、１つの３Ｄモードが第１の視野数のためであり、他の３
Ｄモードが異なる視野数のためである、装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置であり、前記第１の視野数が９であり、前記第２の視野数が１５
である、装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の装置であり、それぞれの偏光感受性レンチキュール配列がその対応す
る３Ｄモード間及び２Ｄモードとの間を電気的に切り替え可能である、装置。
【請求項８】
　請求項１に記載の装置であり、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列が同
じレンズピッチを持ち、及び前記１つのレンチキュールの有効レンズ位置が他の配置に関
して横方向に、前記画素素子間の非整数倍の量でシフトする、装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置であり、前記シフトの量が、前記画素素子間のピッチの半分を含
む、装置。
【請求項１０】
　請求項８に記載の装置であり、前記シフトの量が、前記レンズ素子間のピッチの半分を
含む、装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載の装置であり、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列がそ
れぞれ細長いレンチキュールレンズを含み、前記表示パネルの前記列方向からオフセット
された長手軸を持つ、装置。
【請求項１２】
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　請求項１１に記載の装置であり、前記１つのレンチキュール配列でオフセットされた前
記長手軸が、前記他のレンチキュール配列のオフセットされた前記長手軸とは異なる、装
置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の装置であり、前記１つのレンチキュール配列の前記長手軸が前記列
から４０度未満オフセットされ、及び他のレンチキュール配列の前記長手軸が前記行から
４０度未満オフセットされている、装置。
【請求項１４】
　請求項１に記載の装置であり、前記表示パネルが独立してアドレス可能な、発光性、透
過性、屈折性又は回折性表示画素を含む、装置。
【請求項１５】
　少なくとも第１及び第２の３Ｄモードを与えるための多重視野自動立体表示装置を制御
する方法であり、前記自動立体表示装置が、表示パネル及び前記表示パネル出力を異なる
空間的位置へ方向付けて立体結像を視認できるようにするための結像配置を含み、前記方
法が；
　　第１の偏光を持つように第１の結像を表示し、及び前記第１の結像を結像配置に与え
、前記結像配置が第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列を含み、それにより異な
る画素素子からの前記出力を異なる空間位置へ方向付けして複数の立体結像が異なる位置
から視認可能としてそれにより第１の３Ｄモードを与え、
　　第２の偏光を持つように第２の結像を表示し、及び前記第２の結像を前記結像配置に
与えてそれにより第２の３Ｄモードを与える、ことを含む方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示を構成する表示画素の配列を有する表示パネルと、異なる空間位置に異
なる視野を誘導する結像配置とを有するタイプの自動立体表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このタイプのディスプレイに使用される結像配置の第１の例は、例えば、ディスプレイ
の下側の画素に相関して寸法化され、配置されたスリットを有するバリアである。視認者
は、彼／彼女の頭が一定の位置にある場合、３Ｄ画像を知覚することができる。バリアは
、表示パネルの前方に配置され、画素の奇数列および偶数列からの光が、視認者の左目お
よび右目の方に誘導されるように構成される。このタイプの２視野ディスプレイ構成の問
題は、視認者が一定の位置にいなければならないことであり、左右に約３ｃｍしか動くこ
とはできない。より好ましい実施例では、各スリットの下に２つのサブ画素列ではなく、
より多くの数のサブ画素列が存在する。この方法では、視認者が左右に移動しても、常時
、彼の目に立体画像が知覚されるようにすることができる。バリア配置は、製作が簡単で
あるが、光効率は、十分ではない。そこで好適な代替例では、結像配置として、レンズ配
置が使用される。例えば、相互に平行に延伸し、表示画素配列と重なる、細長いレンズ状
素子の配列が設けられ、表示画素は、これらのレンズ状素子を介して観察される。
【０００３】
　レンズ状素子は、素子のシートとして提供され、各々は、細長い半円筒状レンズ素子を
有する。レンズ状素子（「レンチキュール」）は、表示パネルの列方向に延伸し、各レン
ズ状素子は、表示画素の２または３以上の隣接列の各群と重なり合う。例えば、各レンチ
キュール（ｌｅｎｔｉｃｕｌｅ）が表示画素の２列と対応する配置では、各列の表示画素
は、各２次元サブ画像の垂直スライスを提供する。レンズ状シートは、これらの２つのス
ライス、および他のレンズ状素子と関連する表示画素列からの対応するスライスを、シー
トの前方に位置するユーザの左目および右目に誘導し、これにより、ユーザは、単一の立
体画像を観察することができる。従って、レンズ状素子のシートにより、光出力誘導機能
が提供される。他の配置では、各レンチキュールは、行方向において、４または５以上の
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隣接する表示画素の群と対応する。各群における表示画素の対応する列は、各２次元サブ
画像から、垂直スライスを提供するように適切に配置される。ユーザの頭が左から右に移
動すると、一連の異なる立体視野が知覚され、例えば周囲を見渡すような印象が形成され
る。
【０００４】
　前述の装置は、効果的な３次元表示を提供する。しかしながら、立体視野を提供するた
め、装置の水平解像度を犠牲にする必要があることは明らかである。この解像度の犠牲は
、至近距離から視認される小さなテキスト文字の表示などのように、ある用途では許容で
きない場合がある。このため、２次元モードと３次元（立体）モードの間を切り替えるこ
との可能な表示装置を提供することが提案されている。
【０００５】
　これを実施するための一つの方法は、電気的に切り替え可能なレンズ状配列を提供する
ことである。２次元モードでは、切り替え可能装置のレンズ状素子は、「透過」モードで
作動し、すなわち、これらのレンズ状素子は、光学的に透明な材料の平坦シートと同様に
作動する。得られる表示は、元来の表示パネルの解像度と同等の、高い解像度を有し、こ
れは、至近視野距離からの小さなテキスト文字の表示に適する。当然のことながら、２次
元表示モードでは、立体画像を提供することはできない。
【０００６】
　３次元モードでは、切り替え可能装置のレンズ状素子により、前述のような光出力誘導
機能が提供される。得られる表示では、立体画像の提供が可能であるが、前述の解像度の
ロスは、避けられない。
【０００７】
　３次元モードでは、切り替え可能装置のレンズ状素子により、前述のような光出力誘導
機能が提供される。得られる表示では、立体画像の提供が可能であるが、前述の解像度の
ロスは、避けられない。
【０００８】
　少ない数の斜視図は、深さに関する知覚が少ない、奥行のない３Ｄ画像により得られる
。角度当たりの視野の数が多くなると、３Ｄの知覚は、例えばホログラフィー像のような
、実際の３Ｄ画像により近づいてくる。全ての視野を、小さな角度範囲内に集結させるこ
とにより、良好な３Ｄの印象が得られるが、視認角度は制限される。
【０００９】
　多数の視野を使用することの主な問題は、視野当たりの画像解像度が低下することであ
る。利用可能な画素の全数が、視野に分配される必要がある。垂直レンズ状レンズを用い
た、ｎ視野の３Ｄ表示の場合、水平方向に沿った各視野の知覚される解像度は、２Ｄの場
合に比べて、ｎ分の一に減少する。垂直方向では、解像度は、等しいままである。傾斜し
たバリア、またはレンズ状素子の使用により、この水平方向と垂直方向の間の解像度の不
均衡を抑制することができる。この場合、解像度のロスは、水平方向と垂直方向の間で、
均等に分配することができる。
【００１０】
　従って視野数の増加は３Ｄ知覚を改良はするが、しかし視認者により知覚される解像度
は低下する。よって視野当たりの解像度が増加するような配置が望まれる。
【００１１】
　ＷＯ２００７／０７２３３０には、レンチキュール配列間の効果的な横シフトによる方
法が開示され、前記表示パネルが、前記画素ピッチの非整数倍に応じて実施される。これ
により、逐時的方法で有効解像度が増加されることができる。逐時的アドレスの使用は、
より実用可能となっており、フレーム周波数１００Ｈｚは今は普通になっており、さらに
高周波数が開発されている。ＷＯ２００７／０７２３３０には、電子制御のバリア配置で
あってその相対的シフト又は切り替え可能な勾配指数ＬＣレンズを実施するものが開示さ
れている。
【００１２】
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　他の可能性は切り替え可能なプリズムの使用であり、ＬＣ充填エレメントとして設けら
れる。前記プリズムにより実行される光誘導はその後前記ＬＣ材料の状態を切り替えるこ
とで切り替えられ得る。
【００１３】
　これらの配置は、複雑な結像配置（即ち、バリア配置又はレンズ配置）となる結果、前
記結像配置の望ましい切り替え速度を達成することが困難となり得る。
【００１４】
　従って、多重視野自動立体表示の解像度損失を相殺し、かつ前記表示装置に過度な複雑
性を持ち込まない装置の必要性がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明の課題は、上記問題を少なくとも部分的に低減し得る自動立体表示装置を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　この課題は独立請求項に記載の表示装置により達成される。従属請求項には有利な実施
態様が記載されている。
【００１７】
　本発明に依る表示装置は、前記表示装置の出力の変更を制御可能であり、少なくとも２
つの３Ｄモード、即ち第１及び第２の３Ｄモードの選択を可能にするものである。これら
のモードは異なるモードであってよい。多重モードは解像度を増加するために使用され得
る。例えば又逐時方法で、画素間位置に視野を追加すること、又は視野数を増加すること
による。これにより、多重視野３Ｄ結像を生成することによる性能の低下が低減され得る
。さらに、追加の出力機能によりむしろ、解像度を改善するだけではなく追加の機能を前
記表示装置に加えることとなる。
【００１８】
　偏光回転装置は、前記結像配置に入射する光の偏光を制御するために前記表示装置に提
供され得る。
【００１９】
　１つの実施態様では、前記結像配置への入射光の前記第１の偏光のために、前記第１の
偏光感受性レンチキュール配列が透過モードで操作され、前記第２の偏光感受性レンチキ
ュール配列がレンズモードで操作され、前記結像配置への入射光の前記第２の偏光のため
に、前記第１の偏光感受性レンチキュール配列がレンズモードで操作され、前記第２の偏
光感受性レンチキュール配列が透過モードで操作される。
【００２０】
　従って、前記２つの３Ｄモードのそれぞれは、前記レンチキュールのそれぞれにより生
成される。
【００２１】
　１つの例では、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列は異なるレンズピッ
チを持つ。例えば、１つの３Ｄモードが第１の視野数のため、及び他の３Ｄモードが異な
る視野数のためである得る。これにより前記システムに追加の自由度を与える。例えば、
前記表示装置は９視野又は１５視野結像を処理することができる。
【００２２】
　他の例では、それぞれの偏光感受性レンチキュール配列は電気的に、そのそれぞれの３
Ｄモード及び２Ｄモードを切り替え可能である。これにより２Ｄモードも３Ｄモード同様
与えられる。
【００２３】
　他の例では、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列は同じピッチを持ち、
１つのレンチキュール配列の有効レンズ位置は他の配列に関して横方向に、前記画素素子
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間のピッチの非整数倍の量シフトする。これは、画素間位置に追加の視野を与えることと
なり、それにより出力解像度を増加させる。追加の視野を生成することで、結像均一性が
改良されバンディングが低減される。シフト量は個々の画素素子間ピッチの半分であり得
る。しかし、前記シフトは前記レンズ素子間のピッチの半分であってもよい。それぞれの
レンズ素子の幅が奇数の画素をカバーする場合、これはまたピッチ半分を含むシフトを与
えるととなり、これにより中間結像が形成され、解像度を増加させることとなる。
【００２４】
　前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列はそれぞれが細長いレンチキュール
レンズを持ち、長手軸は前記表示パネルの列方向からはずれて設定されている。これは列
及び行方向の間の解像度の損失を広げる方法として知られている。
【００２５】
　１つの配置では、１つのレンチキュール配列のための長手軸オフセットは他のレンチキ
ュール配列の長手軸オフセットとは異なる。これにより２つのレンチキュール配列による
異なる視野効果が、例えば前記結像に依存して得られる。
【００２６】
　１つのレンチキュール配列の長手軸は前記行方向から４０度未満でオフセットされ得る
。また他のレンチキュール配列の長手軸は前記列方向から４０度未満オフセットされ得る
。これにより、前記表示装置は、それぞれにつき１つの３Ｄモードを持つポートレート及
び風景モード間で回転可能となる。それぞれのモードで、前記レンチキュールは水平より
垂直に近い。例えば、前記風景モードは、前記表示装置がそのモードのために方向付けら
れる際に垂直へ２０度未満の角度を伴うことができる（例えば、ｔａｎα＝１／３）。ま
たポートレートモードでは前記表示装置がそのモードのために方向付けられる際に垂直へ
それ以上の傾きを伴うことができる（例えば、ｔａｎα＝２／３）。この配置で、ポート
レートモードでの傾きより大きく、解像度の損失は前記列（ポートレートモードの場合に
より多く存在する）へより移動されることとなる。傾き角度の他の組み合わせは－本質的
に可能であり、１つの角度がモートレートモードに最適化され、他の角度が風景モードに
最適化される。
【００２７】
　表示装置は個々にアドレス可能な発光性、透過性、屈折性又は回折性表示画素の配列、
例えば、ＬＣＤ表示であり得る。
【００２８】
　本発明はまた、多重視野自動立体表示装置を制御する方法を提供し、前記装置が、表示
パネルと前記表示パネルに異なる空間位置に出力して立体結像を視認できるように配置さ
れた結像配置とを有し、前記方法が：
第１の結像を表示し、前記第１の結像が第１の偏光を持つように制御し、かつ前記第１の
結像に結像配置へ与え、前記結像配置が第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列を
持ち前記出力を異なる画素素子から異なる空間位置へ方向付けて複数の立体結像を異なる
位置から視認され得るようにし、それにより第１の３Ｄモードを与えることと、
第２の結像を表示し、前記第２の結像が第２の偏光を持つように制御し、前記第２の結像
を前記結像配置へ与え、それにより第２の３Ｄモードを与えること、を含む。
【００２９】
　本発明の実施態様は以下、例示の方法で図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、知られた自動立体表示装置の模式的透視図である。
【図２】図２は、図１に示される表示装置のレンズ配列の操作原理を説明するために使用
される。
【図３】図３は、図１に示される表示装置のレンズ配列の操作原理を説明するために使用
される。
【図４】図４は、どのようにして、レンチキュール配列が、異なる空間位置へ異なる視野
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を与えるかを示す。
【図５】図５は、多重自走立体表示装置のための本発明の結像配置の第１の例を示す。
【図６】図６は、本発明の結像配置の第２の例を示す。
【図７】図７は、傾けられた焦点配置の効果を説明するために使用される。
【図８】図８は、本発明の結像装置の第３の例を示す。
【図９】図９は、本発明の結像配置の第４の例を示す。
【図１０】図１０は、本発明の１つの自動立体表示装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明は、切り替え可能な自動立体表示装置を提供する。ここで、結像配置が異なる画
素からの出力を異なる空間位置へ方向付けて自動立体結像を視認可能とするものである。
前記表示装置は２つの３Ｄモード間で切り替え可能であり、これは前記結像配置へ与えら
れる光の偏光に基づくものであり、この偏光は結像の解像度又は数を時間多重方式で増加
させることができ、又は追加の出力を与えることができるものである。
【００３２】
　図１は、既知の直視自動立体表示装置１の概略的な斜視図である。既知の装置１は、ア
クティブマトリクス式の液晶表示パネル３を有し、これは、表示を形成する空間光変調器
として作用する。
【００３３】
　表示パネル３は、行および列に配置された表示画素５の直交配列を有する。明確化のた
め、図には、小量の表示画素５のみが示されている。実際には、表示パネル３は、表示画
素５の約千の行および数千の列を有しても良い。
【００３４】
　液晶表示パネル３の構造は、従来のものとほとんど同様である。特に、パネル３は、離
間された一組の透明ガラス基板を有し、両者の間には、整列されたねじれネマチックまた
は他の液晶材料が設置される。両基板は、両者の対面する表面に、透明インジウムスズ酸
化物（ＩＴＯ）電極のパターンを担持している。また、基板の外側の表面には、偏光層が
設けられる。
【００３５】
　各表示画素５は、基板上に対向電極を有し、両者の間には、液晶材料が設置される。表
示画素５の形状および配置は、電極の形状および配置により定められる。表示画素５は、
隙間により、相互に規則的に離間して設置されている。
【００３６】
　各表示画素５は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）または薄膜ダイオード（ＴＦＤ）のよう
な切り替え素子に対応する。表示画素は、切り替え素子にアドレス信号を提供することに
より、表示を形成するように作動する。適切なアドレス処理方式は、当業者には明らかで
ある。
【００３７】
　表示パネル３は、光源７により照射され、光源は、この場合、表示画素配列の領域にわ
たって延在する、平面バックライトを有する。光源７からの光は、表示パネル３を介して
誘導され、個々の表示画素５は、光を変調して表示を構成するように駆動される。
【００３８】
　また表示装置１は、表示パネル３の表示側に配置された、レンズ状シート９を有し、こ
のシートは、視野形成機能を発揮する。レンズ状シート９は、相互に平行に延伸するレン
ズ状素子１１の行を有し、明確化のため、このうちの一つのみが、誇張された寸法で示さ
れている。
【００３９】
　レンズ状素子１１は、凸型円筒状レンズの形態であり、これらの素子は、光出力誘導手
段として機能し、表示パネル３から、表示装置１の前方に位置するユーザの目に、異なる
画像または視野が提供される。
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【００４０】
　図１に示す自動立体表示装置は、異なる方向に、いくつかの異なる斜視図を提供するこ
とができる。特に、各レンズ状素子１１は、各行の表示画素５の小群の上に配置される。
レンズ状素子１１は、各表示画素５のある群に、異なる方向に放射し、これにより、いく
つかの異なる視野が形成される。ユーザの頭が左から右に移動すると、彼／彼女の目は、
いくつかの視野のうちの異なるものを順次受容する。
【００４１】
　前述のように、電気的に切り替え可能なレンズ素子を提供することが提案されている。
これにより、２Ｄと３Ｄのモード間で表示を切り替えることが可能となる。
【００４２】
　図２および３には、図１に示す装置に使用可能な、電気的に切り替え可能なレンズ状素
子３５の配列を概略的に示す。この配列は、一組の透明ガラス基板３９、４１を有し、こ
れらのガラス基板は、対向する表面に設置されたインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）で構成
された透明電極４３、４５を有する。基板３９、４１の間には、上側の基板３９に隣接す
るようにして、複製（レプリカ）技術を用いて形成された逆レンズ構造４７が設置される
。また、基板３９、４１の間には、下側の基板４１に隣接して、液晶材料４９が設置され
る。
【００４３】
　図２および３に示すように、逆レンズ構造４７により、液晶材料４９は、逆レンズ構造
４７と下側基板４１の間で、平行で細長いレンズ状形状になる。また、液晶材料と接する
逆レンズ構造４７および下側基板４１の表面には、配向層（図示されていない）が提供さ
れ、液晶材料が配向される。
【００４４】
　図２には、電極４３、４５に電位が印加されていないときの配列を示す。この状態では
、特定の偏光の光に対する液晶材料４９の屈折率は、逆レンズ配列４７よりも実質的に大
きく、このため、レンズ状形状により、光出力誘導機能が提供され、すなわち図に示され
ているようなレンズ動作が提供される。
【００４５】
　図３には、電極４３、４５に約５０から１００Ｖの交流電位が印加されているときの配
列を示す。この状態では、特定の偏光の光に対する液晶材料４９の屈折率は、実質的に逆
レンズ配列４７と等しく、このため、図に示すように、レンズ状形状の光出力誘導機能は
、キャンセルされる。従って、この状態では、配列は、「透過」モードで効果的に機能す
る。
【００４６】
　前述の配列とともに、光偏向手段を使用する必要があることは、当業者には明らかであ
る。液晶材料は、複屈折性であり、屈折率は、特定の偏向の光の適用によってのみ切り替
えられるからである。光偏向手段は、表示パネル、または装置の結像配置の一部として、
提供されても良い。
【００４７】
　図１に示した表示装置への使用に適した、切り替え可能なレンズ状素子の配列の構造お
よび作動のさらなる詳細は、米国特許第６，０６９，６５０号に記載されている。
【００４８】
　図４には、前述のレンズ状結像配置の作動原理を示すが、この図には、バックライト５
０、ＬＣＤのような表示装置５４、およびレンズ状配列５８が示されている。図４には、
レンズ状配置５８がどのようにして異なる画素出力を異なる空間位置に誘導するかを示す
。
【００４９】
　図５は、多重視野自動立体表示装置の本発明の結像配置の第１の例を示す。
【００５０】
　前記表示装置は、第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列５０、５２を持つ。こ
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れらは望ましい方向に選択された光軸を持つ複屈折材料から形成される。前記結像配置へ
の入射光は２つの可能な偏光の１つを持つように制御され得る。
【００５１】
　光線５４は前記表示装置の画素からの光を表し、前記表示装置の行方向に偏光されてい
る。前記第１のレンチキュール配置５０はその光軸が前記行方向と同じであり、異常屈折
率が入射光についての主要屈折率となる（ＬＣ材料の分子配向軸が一般に前記異常屈折率
軸と共直線である）。前記レンチキュール配列間の材料５６は等方的屈折率を持ち、前記
レンチキュール配列の前記異常屈折率に対応する。従って、前記材料５４及び前記第１の
配列のレンズ間で前記屈折率境界でレンズ機能が発揮されることとなる。
【００５２】
　第２のレンチキュール配置５２はその光軸を前記列方向に持ち、従って通常屈折率が、
入射光についての主要な屈折率となる。従って透過モードが、前記第２のレンチキュール
配列５２で実行されることとなる。
【００５３】
　光線５８は前記表示装置からの画素からの光を表し、前記表示装置の列方向に偏光され
ている。前記第１のレンチキュール５０について、通常屈折率が、入射光についての主要
な屈折率となる。従ってレンズモードは、前記第レンズ表面では生じない。前記材料５４
及び前記第２の配列５２のレンズ間の屈折率境界で、レンズ機能が発揮される。というの
は、異常屈折率が、前記入射光についての主要な屈折率だからである。
【００５４】
　両方のレンチキュール配列の材料の光学軸は結像／表示パネルの面内にあり、９０度離
れている。従って前記表示装置出力で要求される前記２つの異なる偏光はお互いに前記平
面に垂直に９０度回転されている。
【００５５】
　本発明は前記表示装置の出力の偏光を用いて２つの３Ｄモードを選択するものである。
これらの３Ｄモードは前記レンチキュール配列の切り替え機能を要求することなく実施さ
れ得る。これらは、整列層により整列された光学軸について複屈折性成分として実施され
得るものである。
【００５６】
　２つの３Ｄモードは解像度を増加させるため、又は逐時的に視野数を増加させるために
使用され得る（例えば、画素間位置に視野を追加することにより）。これにより、複数の
３Ｄ結像を生成することから生じる性能の損失を低減することができる。しかし追加の出
力機能も与えられることができ、これは解像度を改善するよりはむしろ追加の機能性を与
えるためである。
【００５７】
　図５の第１の例は前記２つのレンチキュール配列の小さい相対的シフトを示す。前記第
１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列５０、５２は同じレンズピッチを持つが、１
つのレンチキュール配列の前記有効レンズ位置は他に関して横方向に、前記画素素子間の
非整数倍の大きさでシフトされている。これにより、画素間位置の追加の視野を与え、こ
れにより出力において解像度を改善する。シフト量は、画素素子間のピッチの半分を含む
ことができる。これは前記レンズが多くの画素（例えば、９画素）をカバーするレンズ幅
に比べて小さいシフトである。しかし前記シフトは図６に示されるように、前記レンズ素
子間のピッチの半分を含むことができる。前記レンズ素子が奇数の画素をカバーするなら
ば、これはまた、ピクセル素子半分を含む画素シフトを与え、これにより中間視野位置が
形成されることができる。
【００５８】
　上記のように、前記レンチキュール配列は垂直に関して傾けることができる。
【００５９】
　１例として図７には９視野表示装置のサブ画素レイアウトが示されており、傾いたレン
チキュールレンズ７６が使用されている。前記カラムは赤、緑及び青のサブ画像のカラム
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が順に配置されており、それぞれが数字７０、７２及び７４で表され、レンチキュールレ
ンズをカバーする３つが示されている。それぞれのレンズは４．５のサブ画素の幅を持つ
。示される数は前記サブ画素が寄与する視野数を意味し、前記レンズ軸のそった視野を０
として、－４から＋４の数字が付されている。前記サブ画素のアクペクト比がこの例では
１：３である（それぞれの画素は３つのサブ画素の列を含む）場合には、前記傾き最適角
度はｔａｎθ＝１／６である。その結果、視野当たりの知覚される解像度損失（２Ｄの場
合と比べて）は、水平方向及び垂直方向の両方についてファクタ３である。一方前記傾き
角度が０の場合には水平方向についてファクタ９となる。前記ブラックマトリックスから
生じる暗いバンドの生成は又大きく抑制される。
【００６０】
　ある視野である色のサブ画素の位置はむしろずっと離れている。これは、通常の２Ｄ表
示装置の解像度に比べて解像度損失として知覚される。例として図７で、視野０に寄与す
る緑のサブ画素の位置はハッチングされた四角形状で示される。
【００６１】
　前記ＬＣＤに関して逐時方法で異なる位置でレンチキュール間を選択することで、前記
ハッチングされたサブ画素間の空間スペースが埋められることとなる。
【００６２】
　本発明の装置における前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列は、それぞれ
細長いレンチキュールレンズを含むことができ、これは前記表示装置の列方向からオフセ
ットされた長手軸を持つ。
【００６３】
　１つの配置では、１つのレンチキュール配列のための前記長手軸オフセットは他のレン
チキュール配列の長手軸と異なる。これにより、前記２つのレンチキュール配列により異
なる視野効果が、例えば前記結像内容に従い得られる。従って、前記行及び列間の解像度
の損失の望ましい分配が、異なるタイプの結像について異なることが可能となる。
【００６４】
　図８に示される例においては、１つのレンチキュール配列５０の前記長手軸（点線で示
される）は前記列から４０度未満でオフセットされることができ、また他のレンチキュー
ル入れる５２の前記長手軸は前記行から４０度未満でオフセットされることができる。こ
れにより、前記表示装置を、それぞれのモードとして使用される３Ｄモードの１つを有す
るポートレイトモード及び風景モード間で回転させることを可能とする。選択される角度
は前記ｋ異なる方向で最適化されることができ、必ずしも同じ角度である必要はない。例
えば、ポートレートモードは角度としてｔａｎα＝２／３（ここでαは垂直－定義に依存
するが前記列又は行であり得る、に対する角度である）を持ち得る。風景モードは、角度
ｔａｎα＝１／３又は１／６（ここでαは垂直－定義に依存するが前記列又は行であり得
る、に対する角度である）を持ち得る。従って前記レンズはポートレートモードでは風景
モードよりもより傾いていることとなる。
【００６５】
　図９の例では、前記第１及び第２の偏光感受性レンチキュール配列５０、５２は異なる
ピッチを持つ（前記レンズの中心軸は点線で示される）。例えば、１つの３Ｄモードは第
１の視野数のためであり、他の３Ｄモードは異なる視野数のためであってよい。これはこ
のシステムにより自由度を与えることとなる。例えば前記表示装置は９視野又は１５視野
結像を処理し得る。
【００６６】
　上記説明したように、前記レンチキュール配列は３Ｄモード間で切り替えるために切り
替え可能にすることは必要ではない。しかし、１つ又は両方の偏光感受性レンチキュール
配列はそれぞれの３Ｄモード間及び２Ｄモードとの間で電気的に切り替え可能とされ得る
。これにより２つの３Ｄモード同様に２Ｄモードが提供される。これは、図２及び３を用
いて説明されたように、前記レンチキュール配列の複屈折材料としてＬＣ材料を用いる知
られた方法で実施され得る。１つだけのレンチキュール配列が電気的に切り替え可能とさ
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、１つの偏光光は前記２つのレンチキュール配列及び前記中間層５６で同じ屈折率を持つ
ように見えることとなる。
【００６７】
　本発明は、望ましい偏光を持つために前記表示される結像を制御する必要がある。
【００６８】
　図１０に示されるように、これは、前記表示パネル５及び前記結像配置９に偏光回転装
置６０を設けることで実施され得る。
【００６９】
　偏光回転装置６０は前記表示パネルの制御と連動させて制御装置６２により制御される
。例えば、解像度を増加するために、連続結像を３Ｄモード間で１００Ｈｚで表示させる
ことができ、又は前記表示装置が与えられたモード（例えば、風景モード又はポートレー
トモード、又は特定の視野数についてのモード）で、持続的に１つの３Ｄモードが選択さ
れることができる。
【００７０】
　偏光回転装置は前記表示装置に法線周りにかつ９０度で（直線）偏光を回転させるため
のものである。
【００７１】
　上の例は、２つのレンチキュール配列が前記表示装置画素に関して異なる傾き角度、ピ
ット、傾き方向又は位置を用いることを示す。前記レンズ形状はまたは異なる視野効果を
与えるために異なっていても良い。
【００７２】
　それぞれのレンチキュールレンズ素子はいくつかの画素をカバーし、多重視野システム
を提供する。好ましくは、それぞれのレンズの幅は、前記表示装置の少なくとも４画素（
又はサブ画素）に等しい。低減できる解像度の損失は特に多重視野表示装置において重要
である。多重視野表示装置は好ましくは、少なくとも３つの自動立体視野を与える（少な
くとも４つの独立した視野がこの場合には必要である）。これらは通常は、前記表示出力
での隣接する視野円錐形で繰り返す。より好ましくは、前記多重視野表示装置は４以上の
自動立体視野を与えることができるものである。
【００７３】
　上記例は液晶表示パネルを適用するものであり、例えば表示画素ピッチが５０μｍから
１０００μｍの範囲である。しかし、他のタイプの表示装置、例えば有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）又はカソードレイチューブ（ＣＲＴ）などもまた、前記出力偏光を制御する
ための偏光装置と共に適用できることは、当業者に明らかである。
【００７４】
　前記表示装置を製造するために使用される清掃装置及び材料は、ここで詳細には説明さ
れなかったが、それらは従来技術であり、当業者に知られたものである。
【００７５】
　開示された実施態様の他の変法等は、図面、明細書及び特許請求の範囲から、当業者に
理解されるものである。特許請求の範囲において、用語「含む」は他の要素やステップを
除外するものではなく、かつ「ひとつの」は複数の場合を除外するものではない。単一の
プロセッサ又は他のユニットが本発明のステップを満たすことができる。ある手段が相互
に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが
有利な効果を奏するものではないということを意味するものではない。本発明方法を実行
するためのコンピュータプログラムは、適切な媒体、例えば光学記憶媒体又は半導体媒体
であってそれ自体又は他の装置に組み込まれて適用されるものに記憶／配布されてよい。
しかしまた、これは他の形で、例えば、インターネット又は他の有線又は無線通信システ
ムなどにより配布されてよい。特許請求の範囲の符号は特許請求の範囲を制限するもので
はない。
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